
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
納
税
者
等
に
及
ぼ
す
影
響
の
緩
和
を
図
る
た
め
、

個
人
住
民
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
、
固
定
資
産
税
等
に
係
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
固
定
資
産
税
等
の
減

収
を
補
塡
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
次
の
と
お
り
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一

地
方
税
法
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
つ
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
一
定
の
入
場

料
金
等
払
戻
請
求
権
の
放
棄
の
う
ち
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
の
条
例

で
定
め
る
も
の
を
一
定
の
期
間
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る
年
中
に
そ

の
放
棄
を
し
た
部
分
の
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
価
額
に
相
当
す
る
金
額
（
一
定
の
金
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
（

二
十
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
万
円
）
の
寄
附
金
を
支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
十
条
関
係
）

２

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に
つ
い
て
、
一
定
の
場
合
に
、
そ
の
適
用



期
限
を
令
和
十
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
十
一
条
関
係

）

二

不
動
産
取
得
税

耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
、
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
に
係
る
契
約
を
一
定
の
日
ま

で
に
締
結
し
て
い
る
個
人
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
当

該
耐
震
改
修
を
し
て
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
証
明
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
耐
震
改
修
を
し
て
当
該
耐
震
基
準
不
適
合

既
存
住
宅
を
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
（
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅

を
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
一
定
の
税
額
を
減
額
す

る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
十
二
条
関
係
）

三

自
動
車
税

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
自
家
用
の
乗
用
車
に
係
る
環
境
性
能
割
の
非

課
税
措
置
及
び
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
の



二
の
十
、
第
十
二
条
の
二
の
十
二
関
係
）

四

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

１

一
定
の
中
小
事
業
者
等
が
所
有
し
、
か
つ
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
一
定
の
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
十
三
条
関
係
）

㈠

一
定
の
中
小
事
業
者
等
が
所
有
し
、
か
つ
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
一
定
の
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対
し
て
課

す
る
令
和
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
又
は
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及

び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
令
和
二
年
二
月
か
ら
十
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
連
続
す
る
三
月

の
期
間
の
当
該
中
小
事
業
者
等
の
収
入
の
合
計
額
を
当
該
期
間
の
初
日
の
一
年
前
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
期
間
の
当
該
中
小
事
業
者
等
の
収
入
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
割
合
（
以
下
「
事
業
収
入
割
合
」
と

い
う
。
）
が
百
分
の
五
十
以
下
と
な
る
場
合
、
そ
の
価
格
に
零
（
事
業
収
入
割
合
が
百
分
の
七
十
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
価
格
に
二
分
の
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

㈡

当
該
中
小
事
業
者
等
は
、
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
市
町
村
長
等
に
㈠
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
の
申
告
を

す
る
も
の
と
し
、
当
該
申
告
に
係
る
所
要
の
罰
則
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



２

中
小
事
業
者
等
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に

規
定
す
る
認
定
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
従
っ
て
取
得
を
し
た
同
法
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
に
該
当
す
る
一
定
の
家

屋
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
を
当
該
家
屋
及
び
構
築
物
に
対
し
て
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
三
年
度
間
は
そ
の
価
格
に
零
以
上
二
分
の
一
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
十
四
条
関
係
）

五

軽
自
動
車
税

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
自
家
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
あ
っ
て

乗
用
の
も
の
に
係
る
環
境
性
能
割
の
非
課
税
措
置
及
び
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
九
条
の
八
の
二
、
第
二
十
九
条
の
十
八
関
係
）

六

そ
の
他

１

地
方
団
体
の
長
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
事
業
収
入
の
減
少
等
の
事
実
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
が
特
定
日
ま
で
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
一
定
の
地
方
団
体
の
徴
収
金

を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
期



限
内
に
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
者
の
申
請
（
地
方
団
体
の
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、

そ
の
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
期
限
後
に
さ
れ
た
申
請
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
、
そ
の
納
期
限
か
ら
一
年
以
内
の
期
間

を
限
り
、
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
九
条
関
係
）

２

１
の
徴
収
の
猶
予
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
事
業
収
入
の

減
少
等
の
事
実
が
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

事
情
の
詳
細
等
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
事
業
収
入
の
減
少
等

の
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
等
を
添
付
し
、
こ
れ
を
地
方
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
附
則
第
五
十
九
条
関
係
）

３

四
に
よ
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
固
定
資
産
税
等
の
減
収
を
補
塡
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
を
創
設
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
十
五
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
関
係
）

第
二

地
方
財
政
法
に
関
す
る
事
項

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
に
限
り
、
地
方
公
共
団
体
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

等
に
係
る
徴
収
の
猶
予
を
す
る
場
合
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
に
よ
る
減
収
額
を
埋
め
る
た
め
の
地
方
債
の
特
例
措
置
を
講
ず



る
こ
と
。
（
第
三
十
三
条
の
五
の
十
二
関
係
）

第
三

地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
事
項

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
措
置
及
び
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
の
延
長
に
伴
い
、
軽
自
動
車
税
減
収
補

塡
特
例
交
付
金
の
交
付
の
期
限
を
令
和
三
年
度
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
、
第
三
条
の
三
、
第
五
条
関
係
）

第
四

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
一
の
改
正
は
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
六
の
３
及
び
第
三
の
改
正
は
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら

、
そ
の
他
の
改
正
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


